
 

 

新 旧 対 照 表 

（注）下線部は変更点を示す。 

改定後 改定前 

 

電子的控除証明書等作成ソフトの使用許諾書 

 

電子的控除証明書等作成ソフト（以下「作成ソフト」といいます。）利用者が作成

ソフトを使用するに当たり、電子的控除証明書等に係る XML データの作成を行う際

には、下記の使用許諾書の全ての条項に同意いただくことが必要です。作成ソフト

のインストール前に下記の使用許諾書を必ずお読みください。作成ソフトをインス

トールされた方は、下記の使用許諾書の全ての条項に同意したものとみなされます。 

 

記 

 

（目的） 

第１条 本使用許諾書は、国税庁と作成ソフト使用者との間の作成ソフトに関する

使用許諾等について、必要な事項を定めることを目的とします。 

 

（定義） 

第２条 本使用許諾書で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。 

一 「作成ソフト」とは、電子的控除証明書等に係る XML データの作成を行う者に

対して、国税庁が電子的控除証明書等に係る XML データを適正に作成するために

提供するソフトウェア及び関連するマニュアルをいいます。 

二 「電子的控除証明書等」とは、国税電子申告・納税システムホームページ

（https://www.e-tax.nta.go.jp）（以下「e-Taxホームページ」といいます。）の

「電子的控除証明書等作成ソフトダウンロードコーナー」に掲載する対象帳票を

いいます。 

三 「対象機器」とは、e-Taxホームページの「電子的控除証明書等作成ソフトダウ

ンロードコーナー」に掲載する環境を有する機器をいいます。 

 

（使用許諾） 

 

電子的控除証明書等作成ソフトの使用許諾書 

 

電子的控除証明書等作成ソフト（以下「作成ソフト」といいます。）を使用して、

電子的控除証明書等に係る XML データの作成を行う際には、下記の使用許諾書のす

べての条項に同意いただくことが必要です。作成ソフトのインストール前に下記の

使用許諾書を必ずお読みください。作成ソフトをインストールされた方は、下記の

使用許諾書のすべての条項に同意したものとみなされます。 

 

記 

 

（目的） 

第１条 本使用許諾書は、国税庁と作成ソフト使用者との間の作成ソフトに関する

使用許諾等について、必要な事項を定めることを目的とします。 

 

（定義） 

第２条 本使用許諾書で使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。 

一 「作成ソフト」とは、電子的控除証明書等に係る XML データの作成を行う者に

対して、国税庁が電子的控除証明書等に係る XML データを適正に作成するために

提供するソフトウェア及び関連するマニュアルをいいます。 

二 「電子的控除証明書等」とは、国税電子申告・納税システムホームページ

（https://www.e-tax.nta.go.jp）（以下「e-Taxホームページ」といいます。）の

「電子的控除証明書等作成ソフトダウンロードコーナー」に掲載する対象帳票を

いいます。 

三 「対象機器」とは、e-Taxホームページの「電子的控除証明書等作成ソフトダウ

ンロードコーナー」に掲載する環境を有する機器をいいます。 

 

（使用許諾） 

https://www.e-tax.nta.go.jp
https://www.e-tax.nta.go.jp


 

 

改定後 改定前 

第３条 国税庁は、作成ソフト使用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、作成ソ

フトの非独占的かつ無償の使用を許諾します。 

一 作成ソフトを対象機器にインストールして、対象機器上で作成ソフトを使用す

ること。 

二 自然人たる作成ソフト使用者の個人的使用又は法人たる作成ソフト使用者の法

人組織内部での使用の目的で作成ソフトを複製すること。 

 

（著作権） 

第４条 作成ソフトの著作権は、国税庁が保有しており、国際条約及び著作権法に

より保護されています。 

２ 作成ソフトには、国税庁に対するライセンス付与者（以下「供給者」といいま

す。）が権利を保有するソフトウェアが含まれています。 

３ 作成ソフトは、作成ソフト使用者に対し、本使用許諾書に従い、非独占的に使用

許諾されるもので、作成ソフトの著作権が譲渡されることはありません。 

 

（環境条件） 

第５条 作成ソフトは、対象機器において動作するものとします。 

 

（禁止事項） 

第６条 作成ソフト使用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。 

一 作成ソフトを源泉徴収票等に係るXMLデータの作成以外の目的で使用すること。 

二 作成ソフトの全部又は一部を第三者に頒布、送信、その他の方法で提供するこ

と。 

三 作成ソフトに改変を加えること、及び逆コンパイル又は逆アセンブルを行うこ

と。 

四 作成ソフトに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去又は剥奪するこ

と。 

五 作成ソフトを構成しているプログラムの一部を取り出し使用すること。 

 

 

 

 

第３条 国税庁は、作成ソフト使用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、作成ソ

フトの非独占的かつ無償の使用を許諾します。 

一 作成ソフトを対象機器にインストールして、対象機器上で作成ソフトを使用す

ること。 

二 自然人たる作成ソフト使用者の個人的使用又は法人たる作成ソフト使用者の法

人組織内部での使用の目的で作成ソフトを複製すること。 

 

（著作権） 

第４条 作成ソフトの著作権は、国税庁が保有しており、国際条約及び著作権法に

より保護されています。 

２ 作成ソフトには、国税庁に対するライセンス付与者（以下「供給者」といいま

す。）が権利を保有するソフトウェアが含まれています。 

３ 作成ソフトは、作成ソフト使用者に対し、本使用許諾書に従い、非独占的に使用

許諾されるもので、作成ソフトの著作権が譲渡されることはありません。 

 

（環境条件） 

第５条 作成ソフトは、対象機器において動作するものとします。 

 

（禁止事項） 

第６条 作成ソフト使用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。 

一 作成ソフトを源泉徴収票等に係るXMLデータの作成以外の目的で使用すること。 

二 作成ソフトの全部又は一部を第三者に頒布、送信、その他の方法で提供するこ

と。 

三 作成ソフトに改変を加えること、及び逆コンパイル又は逆アセンブルを行うこ

と。 

四 作成ソフトに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去又は剥奪するこ

と。 

五 作成ソフトを構成しているプログラムの一部を取り出し使用すること。 

２ 国税庁は、作成ソフト使用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場

合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、作成ソ

フトの利用を直ちに停止させることができるものとします。 

 



 

 

改定後 改定前 

（保証の拒絶及び免責） 

第７条 作成ソフトは、作成ソフト使用者に対して現状で提供されるものであり、

国税庁及び供給者は、作成ソフトにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のない

こと、作成ソフトが特定目的に適合すること、 並びに作成ソフト及びその使用が

作成ソフト使用者本人又は第三者の権利を侵害するものではないこと、その他い

かなる内容についての保証を行うものではありません。 

２ 国税庁及び供給者は、作成ソフトの補修、保守その他いかなる義務も負わない

ものとします。また、作成ソフトの使用に起因して、作成ソフト使用者に生じた損

害又は第三者からの請求に基づく作成ソフト使用者の損害について、国税庁及び

供給者の故意又は重過失によるものである場合を除き、責任を負わないものとし

ます。 

３ 前項の規定にかかわらず、国税庁及び供給者と作成ソフト使用者との間におけ

る法律関係が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合は、国税庁（供給

者含む。）の過失（重過失を除く。）に起因して生じた損害について、作成ソフト使

用者本人又は第三者に現実に生じた通常かつ直接の範囲内の損害に限り、国税庁

及び供給者は損害賠償責任を負うものとします。 

 

（作成ソフト使用者の設備等） 

第８条 作成ソフト使用者は、作成ソフトを利用するために必要な全ての機器（ソ

フトウェア等に係る全てのものを含みます。以下同じ。）を自己の負担において準

備するものとします。また、機器の準備に必要な手続は、作成ソフト使用者が自己

の責任で行うものとします。 

 

（改訂版又は後継版の提供） 

第９条 国税庁は、任意に作成ソフトの改訂版又は後継版を使用可能とすることが

できるものとします。 

２ 作成ソフト使用者は、改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、速やかに

作成ソフトの使用を改訂版又は後継版の使用に変更するものとします。 

３ 作成ソフトの改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、本使用許諾書に規

定する条件は、改訂版又は後継版の使用許諾の条件として適用するものとします。 

 

（期間及び解約） 

（保証の拒絶及び免責） 

第７条 作成ソフトは、作成ソフト使用者に対して現状で提供されるものであり、

国税庁及び供給者は、作成ソフトにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のない

こと、作成ソフトが特定目的に適合すること、 並びに作成ソフト及びその使用が

作成ソフト使用者又はそれ以外の第三者の権利を侵害するものではないこと、そ

の他いかなる内容についての保証を行うものではありません。 

２ 国税庁及び供給者は、作成ソフトの補修、保守その他いかなる義務も負わない

ものとします。また、作成ソフトの使用に起因して、作成ソフト使用者に生じた損

害又は第三者からの請求に基づく作成ソフト使用者の損害について、原因のいか

んを問わず、一切の責任を負わないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

（作成ソフト使用者の設備等） 

第８条 作成ソフト使用者は、作成ソフトを利用するために必要なすべての機器（ソ

フトウェア等に係るすべてのものを含みます。）を自己の負担において準備するも

のとします。その際、必要な手続は、作成ソフト使用者が自己の責任で行うものと

します。 

 

（改訂版又は後継版の提供） 

第９条 国税庁は、任意に作成ソフトの改訂版又は後継版を使用可能とすることが

できるものとします。 

２ 作成ソフト使用者は、改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、速やかに

作成ソフトの使用を改訂版又は後継版の使用に変更するものとします。 

３ 作成ソフトの改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、本使用許諾書に規

定する条件は、改訂版又は後継版の使用許諾の条件として適用するものとします。 

 

（期間及び解約） 



 

 

改定後 改定前 

第１０条 本使用許諾書に基づく国税庁と作成ソフト使用者との間の作成ソフトに

係る使用許諾の効力は、作成ソフト使用者が作成ソフトをインストールした時に

開始し、作成ソフトの使用を終了し、対象機器から作成ソフトを消去又は削除し

たときに終了するものとします。 

２ 国税庁は、作成ソフト使用者が本使用許諾書に規定する条件に違反したときに

は、作成ソフトに係る使用許諾の効力を直ちに終了させることができるものとし

ます。 

 

（使用許諾書の条項の変更） 

第１１条 国税庁は、使用許諾書の条項の変更が、利用者の一般の利益に適合し、又

は、国税庁と利用者との間における法律関係の目的に反せず、かつ、変更の必要

性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理

的なものであるときは、本使用許諾書の条項を変更することができるものとしま

す。 

２ 国税庁は、本使用許諾書の条項の変更を行おうとするときは、緊急の場合を除

き、改正の効力発生日の７日前までに e-Tax ホームページにおいて本使用許諾書

の条項を変更する旨及び変更後の本使用許諾書の内容並びにその効力発生時期を

掲載し公表するものとします。 

３ 本使用許諾書の変更後に、作成ソフト使用者が作成ソフトの使用を継続すると

きは、作成ソフト使用者は、変更後の条項に同意したものとみなされます。 

 

 

（準拠法） 

第１２条 本使用許諾書には、日本法が適用されるものとします。 

 

 

 

附則 

本使用許諾書は、平成30年6月18日から施行します。 

 

附則（一部改定） 

本使用許諾書は、令和７年１月６日から施行します。 

第１０条 本使用許諾書に基づく国税庁と作成ソフト使用者との間の作成ソフトに

係る使用許諾の効力は、作成ソフト使用者が作成ソフトをインストールした時に

開始し、作成ソフトの使用を終了し、対象機器から作成ソフトを消去又は削除し

たときに終了するものとします。 

２ 国税庁は、作成ソフト使用者が本使用許諾書に規定する条件に違反したときに

は、作成ソフトに係る使用許諾の効力を直ちに終了させることができるものとし

ます。 

 

（使用許諾書の変更） 

第１１条 国税庁は、必要があると認めるときは、作成ソフト使用者に対する事前

の通知を行うことなく、いつでも本使用許諾書の条項を変更し、又は新たな条項

を追加することができるものとします。 

 

 

２ 国税庁は、本使用許諾書の条項を変更し、又は新たな条項を追加したときは、遅

滞なくe-Taxホームページに掲載し公表するものとします。 

 

 

３ 前項の公表後に、作成ソフト使用者が作成ソフトの使用を継続するときは、作

成ソフト使用者は、変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます。 

 

 

（準拠法及び合意管轄裁判所） 

第１２条 本使用許諾書には、日本法が適用されるものとします。 

２ 本使用許諾書に関する訴訟は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。 

 

附則 

本使用許諾書は、平成30年6月18日から施行します。 

 


